
観光資源の保全等のための支援事業補助金交付要綱 

 

４ 産 労 観 受 第 ５ ６ ９ 号 

令 和 ４ 年 ６ 月 １ ４ 日 

４産労観受第１６８１号 

令 和 ５ 年 ３ 月 ２ ２ 日 

 

 

（通 則） 

第１条 観光資源の保全等のための支援事業補助金（以下「補助金」という。）の交付については、東京

都補助金等交付規則（昭和３７年東京都規則第１４１号）に定めるもののほか本要綱に定めるところに

よる。 

 

（目 的） 

第２条 本補助金は、観光資源の保全等のための支援事業実施要綱（令和４年６月１４日付４産労観受

第５６７号。以下「実施要綱」という。）に基づき、観光資源として活用されている施設や技術等を有

する観光関連事業者を支援することで、都内の観光資源を保全し魅力発信を図るものである。 

 

（定 義） 

第３条 本要綱における用語の定義は、次に定めるところによる。 

（１）「観光施設」とは、観光関連事業者が都内で所有する建物で、概ね築 50年以上が経過し、観光資源

として東京の魅力発信に資するものとする。ただし、特に観光資源として活用すべきと考えられるも

のを除き、文化財保護法の規定により指定または登録された有形文化財及び東京都景観条例の規定

により選定された東京都選定歴史的建造物は含まないものとする。 

（２）「技術等」とは、観光関連事業者が有する、概ね 50年以上の実績がある技能・技術で、観光資源と

して東京の魅力発信に資するものとする。 

（３）「取扱ＣＦ事業者」とは、本事業において都が選定するクラウドファンディング事業者とする。 

 

（補助内容） 

第４条 本補助金は、第５条に定める事業者で補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。) がクラ

ウドファンディングを活用した資金調達の実施に要する別表１に掲げる経費（以下「補助対象経費」と

いう。）のうち、知事が特に必要かつ適当と認め、使途、単価、規模等の確認ができるものについて、

予算の範囲内において、補助事業者に交付するものとする。 

２ 補助事業者が行う事業は、交付決定の日からその日の属する年度の最終日までに実施した事業とす

る。 

  



（補助金の交付対象者） 

第５条 本事業において支援の対象とする観光関連事業者は、以下に定める要件をすべて満たすものと

する。 

（１）過去５年間に重大な法令違反等がないこと。 

（２）以下のいずれかに該当する観光関連事業者であること。 

ア 東京都内において、旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第３条第１項の許可を受けて、同法第

２条第２項又は第３項の営業を行っている宿泊事業者 

イ 東京都内に本社又は主たる事業所があり、かつ旅行業法（昭和２７年法律第２３９号）第３条の規

定に基づく登録を受けている旅行事業者 

ウ 東京都内において、食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）で定める飲食店営業又は喫茶店営業

の許可を受けて、営業を行っている飲食事業者 

エ 東京都内において販売場を常設し、営業を行っている小売事業者 

オ その他東京都内において、旅行者向けのサービス開発・提供や商品開発・製造・販売等を行ってい

る者 

（３）暴力団員等（東京都暴力団排除条例（平成 23年東京都条例第 54号。以下「条例」という。）第２

条第３号に規定する暴力団員及び同条第 4号に規定する暴力団関係者をいう。）、暴力団（同条第 2号

に規定する暴力団をいう。）及び法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しく

は構成員が暴力団員等に該当する者でないこと。 

（４）観光施設または技術等を有していること。 

（５）東京観光財団・東京都中小企業振興公社・国・都道府県・区市町村等から補助事業の交付決定取消

等を受けていないこと、又は法令違反等不正の事故を起こしていないこと。 

（６）同一テーマ・内容で、東京観光財団・東京都中小企業振興公社・国・都道府県・区市町村等から補

助を受けていないこと。ただし、他の補助事業等と対象経費が明確に区分できるものについては、こ

の限りでない。 

 

（補助金の額） 

第６条 知事が補助事業者に交付する補助金の額は、補助対象経費の３分の２以内の額（１千円未満の

端数は切り捨て）又は別表２に掲げる補助限度額のいずれか低い額とする。 

 

（補助金の交付申請） 

第７条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、知事が定める期日までに、別記第１号様

式による補助金交付申請書（添付書類含む）及び別記第２号様式による誓約書を知事に提出しなければ

ならない。 

２ 補助事業者は、前項の補助金の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に

係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和６３

年法律第１０８号）の規定により仕入れに消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方

税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率

を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）を減額して交付申請しなければならない。 



（補助金の交付決定） 

第８条 知事は、前条の補助金交付申請書の提出を受けたときは、その内容を精査し、必要に応じて現地

調査等を行い、適正と認めるときは補助金の交付決定を行い、別記第３号様式による補助金交付決定通

知書により補助事業者に通知するものとする。また、交付しないと決定したときは、その旨を別記第３

号様式の２により補助事業者に通知するものとする。 

２ 知事は、第１項の通知に際して、必要な条件を付すことができる。 

３ 補助金の交付決定の額は、第６条の規定により算出する額又はその補助金交付申請額のいずれか低

い額とする。なお、千円未満の端数は切り捨てとする。 

 

（申請の取下げ） 

第９条 補助事業者は、前条の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、交付決定

の通知を受けた日から１４日以内に、その旨を記載した書面を知事に提出することにより、申請の取下

げをすることができる。 

２ 前項に規定するほか、交付申請後に申請を取り下げようとするときは、遅滞なくその旨を記載した

書面を知事に提出しなければならない。 

 

（事情変更による決定の取消等） 

第１０条 知事は、交付決定後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、交付決定の全部若しく

は一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、

補助事業のうち、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。 

２ 前項の規定による補助金の交付決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付

決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。 

３ 第１項の規定による補助金の交付決定の取消により特別に必要になった事務及び事業に対しては、

次に掲げる経費に係る補助金等を交付することができる。 

（１）補助事業に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費 

（２）補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費 

４ 前項の補助金等の額の同項各号に掲げる経費の額に対する割合その他その交付については、第１項

の規定による取消に係る補助事業についての補助金に準ずるものとする。 

 

（補助事業遅延等の報告） 

第１１条 補助事業者は、補助事業を補助対象期間内に完了することができないと見込まれるとき、又

はその遂行が困難となったときは、速やかに別記第４号様式による補助事業遅延等報告書を知事に提

出し、その指示を受けなければならない。 

 

（補助事業の内容変更等） 

第１２条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ別記第５号様式による

変更等承認申請書に必要な書類を添えて知事に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、第

２号における軽微な変更についてはこの限りでない。 



（１）補助事業に要する経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、経費の区分

とは、第７条第１項に基づき提出する計画書において、収支計画に定める区分とし、配分された額

の変更とは、経費区分ごとの配分額のいずれか低い額の２０％を超える流用増減を行う場合とする。 

（２）補助事業の内容を変更しようとするとき。 

（３）補助事業を中止又は廃止しようとするとき。 

２ 知事は、前項による申請があったときは、内容を審査し、その適否を決定し、その旨を別記第５号様

式の２により補助事業者に通知するものとする。 

 

（状況報告） 

第１３条 知事は、補助事業の円滑な執行を図るため、必要に応じて補助事業者に対し遂行状況に関し

て報告を求めることができる。 

 

（遂行命令等） 

第１４条 知事は、前条の規定による報告等により、補助事業が交付決定の内容又はこれに付した条件

に従って遂行されないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って補助事業を遂行すべきこと

を命じることができる。 

２ 知事は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、補助事業者に対して補助事業の一時停止を命

じることができる。 

 

（実績報告） 

第１５条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付の決定に係る補助対象期間が終了

したときは、その日から３０日以内に、必要な書類を添えて、速やかに別記第６号様式による実績報告

書を知事に提出しなければならない。 

 

（補助金額の確定） 

第１６条 知事は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調

査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合

すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、別記第７号様式により補助事業者に通知するも

のとする。 

２ 前項の規定により確定する交付すべき補助金の額は、第６条の規定により算出する額（千円未満の

端数は切り捨て）又はその交付決定額のいずれか低い額とする。 

 

（是正のための措置） 

第１７条 知事は、前条の規定による調査等の結果、補助事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに

付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し当該補助事業につき、指定した期間までに

これらに適合させるための措置を取ることを命ずることができる。 

２ 第１５条の規定による実績報告は、前項の命令により必要な措置をした場合について準用する。 

 



（補助金の請求及び支払） 

第１８条 知事は、第１６条の規定により交付すべき補助金の額を確定したのち、補助金を支払うもの

とする。 

２ 補助事業者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、別記第８号様式による補

助金請求書を知事に提出しなければならない。 

 

（交付決定の取消し） 

第１９条 知事は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合、補助金の交付決定の全部又は一

部を取り消し、不正の内容、補助事業者及びこれに協力した関係者等の公表を行うことができる。 

 （１）偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

 （２）補助金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき。 

 （３）交付決定を受けた者（法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の従業員若

しくは構成員を含む。）が暴力団員等に該当するに至ったとき。 

（４）申請要件に該当しない事実が判明したとき。 

 （５）補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は補助金の交付決定に基づく命令

に違反したとき。 

  （６）その他、都が補助事業として不適切と判断したとき。 

２ 前項の規定は、第１６条の規定により交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があ

るものとする。 

３ 知事は、第１項の規定による取消しをした場合には、速やかにこの決定の内容及びこれに条件を付

した場合にはその条件を補助事業者に通知するものとする。 

 

（重複受給の禁止） 

第２０条 補助事業者は、同一事業について複数の補助金を受給することはできない。ただし、国、都道

府県、区市町村の実施する他の補助事業等と対象経費が明確に区分できるものについては、この限りで

ない。 

 

（補助金の返還） 

第２１条 知事は、第１９条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当

該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還

を命じるものとする。 

 

（補助金の経理等） 

第２２条 補助事業者は、補助事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類及び事業内

容に関する資料その他の関係書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日又は補助金の

交付の決定に係る補助対象期間が終了した日の属する会計年度の終了後５年間保存するものとする。 

２ 補助事業者は、補助事業の完了後又は補助金の交付の決定に係る補助対象期間が終了した日以降、

知事が求めた場合は、前項の書類等について公開しなければならない。この場合において、公開期限は



補助事業の完了した日又は補助金の交付の決定に係る補助対象期間が終了した日の属する会計年度の

終了後５年間とする。 

 

（取得財産等の管理及び処分） 

第２３条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得財産等」とい

う。）については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付

目的に従って、その効率的運営を図らなければならない。 

２ 補助事業者は、取得財産等について、台帳を設け、その管理状況を明らかにしなければならない。 

３ 補助事業者は、取得財産等のうち、効用の増加により価格が５０万円以上となったものを、他の用途

に使用し、他の者に貸し付け若しくは譲り渡し、他の物件と交換し又は債務の担保に供しようとする場

合は、別記第９号様式による取得財産等処分承認申請書を知事に提出し、承認を受けなければならな

い。ただし、減価償却資産の耐用年数に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める資産ごと

の耐用年数を経過している場合はその限りではない。 

４ 知事は、補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれる場合は、

交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を納付させるものとする。 

 

(補助事業の公表と成果の発表) 

第２４条 知事は、必要があると認めるときは、補助事業者の名称、補助事業名、補助事業の成果等を公

表し、また補助事業者に発表させることができるものとする。 

 

（検査及び事業効果の報告） 

第２５条 補助事業者は、補助事業の完了した日又は補助金の交付の決定に係る補助対象期間が終了し

た日が属する会計年度の終了後５年間において、都職員による、補助事業の運営及び経理等の状況につ

いて検査させた場合、又は補助事業の事業効果について報告を求めた場合には、これに応じなければな

らない。 

 

（違約加算金及び延滞金の納付） 

第２６条 知事が第１９条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部の取消しを行い、第２１条の

規定により補助金の返還を命じたときは、補助事業者は、補助金を受領した日から返還の日までの日数

に応じ、補助金の額（一部を返還した場合のその後の期間においては既返還額を控除した額）につき、

年１０．９５パーセントの割合で計算した違約加算金（百円未満の場合を除く。）を補助事業者に納付

させなければならない。 

２ 知事が補助金の返還を命じた場合において、補助事業者が定められた納期日までに補助金を納付し

なかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年１０．９５パ

ーセントの割合で計算した延滞金（１００円未満の場合を除く。）を納付させなければならない。 

３ 前２項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても３６５日当たりの割合とする。 

  



（違約加算金の基礎となる額の計算） 

第２７条 知事が前条第１項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、補助事業者の納付

した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた補助金の

額に充てるものとする。 

 

（延滞金の基礎となる額の計算） 

第２８条 知事が第２６条第２項の規定により、延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補

助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以降の期間に係る延滞金の基礎となる

未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。 

 

（非常災害の場合の措置） 

第２９条 非常災害等による被害を受け、補助事業の遂行が困難となった場合の補助事業者の措置につ

いては、知事が指示するところによる。 

 

（その他） 

第３０条 補助金の交付に関するその他必要な事項は、知事が別にこれを定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和４年６月１５日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 

  



別表１（第４条関係） 

１ 補助対象経費等 

補助事業 補助対象経費 補助対象者 

クラウドファンディングを

活用した資金調達事業 

補助事業者が、以下のいずれかに該当する事項に

ついて、取扱ＣＦ事業者が提供するサービスを利

用し、クラウドファンディングを通じた資金調達

を行った際に、取扱ＣＦ事業者に支払う手数料

（利用手数料、決済手数料、早期振込手数料） 

① 観光施設の維持・保全を目的とした取組 

② 技術等の維持・保全を目的とした取組 

※ ただし、目標調達額を達成した場合に限る。 

観光関連 

事業者 

 

２ 補助対象とならない経費 

（１）「１ 補助対象経費」に記載のない経費 

・租税公課 

・本事業に係るものとして、明確に区分できない費用 

・間接経費（振込手数料、企画運営費の対象とならない交通費、通信費、光熱費、収入印紙代等）  

・社員の人件費 

（２）補助対象経費の申請・請求に係る経費の証拠類に不備のある経費 

（３）補助金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費 



別表２（第６条関係） 

補助事業 補助限度額 

クラウドファンディングを活用した資金調達事業 100万円 

 

 


